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「公共測量」 とは、 どの よ うな測量か ――――――一――十一~~~~~
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3.公 共測量実施計画書の提 出と技術的助言 (法第36条 )

目

1

2

3

3

6

9

194.沢J量標・測量成果の使用承認 申請 (法第 26・ 第30条 ・第44条 )一 ――‐―――――――

5.公共測量実施の公示 (法第 14条 第 1項・第39条 )一 ― ― ― ――― ―… … …… … …22

6.公共測量終了の公示 (法第14条 第 2項・第39条 )一 ――――――― ― 十一 ― ―――-23

7.永 久標識に関す る通知

(1)永 久標識等設置の通知 (法第 37条第 3項 。第21条 第 1項 ・第39条 )一 ――― -24

(2)永 久標識の維持等 に関す る通知 (法第21条第 3項 )一 ――――― ― ―一 一 ――― -26

(3)永 久標識の移転・撤去及び廃棄に関す る通知 (法第23条第 1項 。第39条 )― ‐27

8.測 量標 (国 家基準点)移転の請求 (法第 24条 )一 ― ――一 ‐―… ……―― ― ―― -28
9。 測量成果等の検定  ―― ― ―一 一 一 ― ― ―十一 一 一 ~~―― ――― 一 ――… ………… ―‐30

10.測 量成果の提出 (法第40条第 1項 )一 ―――― ― ―― 一 ―― ― ―― ―――一 一 ――… -31

11.公 共測量成果の審査 (法第41条 )一 ‐― ― ― ―一 一 ― ―― ―一―― ――一 一 ― ‐一 -32

12.基 本測量及び公共測量以外の測量の届出 (法第45条第 1項 ) ―――‐――――――――-33

13.公 共測量に準ず る測量 (法第47条 )一 ―――― 一 一 ― ― ― ―――― ―――― ――― ― -33

国 土 地 理 院 刊 行 の 地 図 を複 製 す る に は

測量成果の複製 (法第29条 )――一―……………――――――‐一―――――――― -34

様 式 集 ――‐―‐‐―‐‐‐―――‐――――――――――――――いい‐―…‐‐‐――――――――――――――――――――‐‐… …―――‐―-37

・公共測量作業規程の承認 申請書 (法第33条 )

。公共狽J量作業規程の変更承認 申請書 (法 第33条 )

。公共測量作業規程の廃上について

。公共測量実施計画書 (法第36条 )

・測量成果、測量記録の謄本・抄本交付申請書 (法第28条 )

・謄本交付用別紙 (基 準点 )

・測量標・測量成果の使用承認 申請書 (法第26条 ・第30条 )

。測量法第45条 の規定による届出書 (法第45条 )

・測量成果の複製承認 申請書 (法第29条 )


